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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・班名】社会福祉課・社会福祉班 

個人情報ファイルの名称 生活保護システム 

行政機関等の名称 海南市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
くらし部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 生活保護決定、保護金品の支給等に関する事務を行うため 

記録項目 

１受給者番号、２受給者情報（宛名コード、個人番号、カナ氏

名、氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、被用区分、外国

人区分、配偶者情報、電話番号）、３保護開始日、４保護廃止

日、５地区担当員、６地区担当民生委員 

記録範囲 生活保護の受給者、配偶者、親族 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（情報連携ネットワー

クシステム）、税情報システム、公用請求により官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
保険年金課、税務課、高齢介護課、子育て推進課、税務署、他

市町村（ケース移管の場合） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）海南市総務部総務課 

（所在地）〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂 11番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・班名】社会福祉課・社会福祉班 

個人情報ファイルの名称 生活保護システム（介護扶助認定事務） 

行政機関等の名称 海南市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
くらし部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

下記帳票を発行し、介護扶助費の支給認定に利用する 

・生活保護法介護券送付書 

・生活保護法介護券 

記録項目 

１受給者番号、２受給者情報（カナ氏名、氏名、生年月日、性

別、住所）、３保護開始日、４保護廃止日、５地区担当員、６

認定介護度、７認定有効期間、８利用している指定介護事業所

名、９利用している介護サービスの種類、１０介護保険法保険

者番号・被保険者番号、１１本人支払額 

記録範囲 

生活保護の受給者で 65 歳以上の要介護及び要支援認定者、40

歳以上 64 歳以下の法に定める特定疾病を持つ要介護及び要支

援認定者 

記録情報の収集方法 介護保険証、介護サービス利用票 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
― 

記録情報の経常的提供先 受給者利用先の指定介護事業所 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）海南市総務部総務課 

（所在地）〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂 11番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・班名】社会福祉課・社会福祉班 

個人情報ファイルの名称 生活保護システム（医療扶助認定事務） 

行政機関等の名称 海南市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
くらし部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

下記帳票を発行し、医療扶助費の支給認定に利用する 

・生活保護法給付券送付書・生活保護法給付券受領書 

・生活保護法医療券・調剤券・医療要否意見書 

記録項目 

１受給者番号、２受給者情報（カナ氏名、氏名、生年月日、性

別、住所）、３保護開始日、４保護廃止日、５地区担当員、６

通院・調剤先指定医療機関名、７通院・調剤開始日、８医療券・

調剤券の有効期間、９本人支払額 

記録範囲 生活保護の受給者 

記録情報の収集方法 本人、医療機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 受給者通院・調剤先の指定医療機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）海南市総務部総務課 

（所在地）〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂 11番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・班名】社会福祉課・障害福祉班 

個人情報ファイルの名称 身体障害者手帳交付台帳 

行政機関等の名称 海南市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
くらし部 社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 身体障害者手帳所持者の更生援護のため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４手帳情報（内訳、手帳番号、

交付日、種別、手帳記載障害名）、５保護者情報（氏名、住所、

電話、本人との続柄）、６障害内容詳細（等級、内容、判定年

月、次回判定） 

記録範囲 身体障害者手帳所持者、保護者 

記録情報の収集方法 身体障害者手帳交付申請書、身体障害者手帳、住基システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 SWAN福祉総合システム 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）海南市総務部総務課 

（所在地）〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂 11番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・班名】社会福祉課・障害福祉班 

個人情報ファイルの名称 精神障害者保健福祉手帳交付台帳 

行政機関等の名称 海南市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
くらし部 社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 精神保健福祉手帳所持者の更生援護のため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４手帳情報（内訳、手帳番号、

交付日、等級、障害内容）、５家族の連絡先（氏名、住所、電

話、本人との続柄）、６障害内容詳細（等級、内容、判定年月、

次回判定）、７有効期限 

記録範囲 精神障害者保健福祉手帳所持者、保護者 

記録情報の収集方法 障害者手帳申請書、精神障害者保健福祉手帳、住基システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 SWAN福祉総合システム 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）海南市総務部総務課 

（所在地）〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂 11番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・班名】社会福祉課・障害福祉班 

個人情報ファイルの名称 自立支援医療受給者台帳（精神通院） 

行政機関等の名称 海南市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
くらし部 社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
自立支援医療受給者の状況を入力し、更新案内等のデータを反

映させるため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４申請情報（申請日、内訳、進

達日、認定日、受給者番号、交付日、保険種別、被保険者証の

記号番号、保険者名）、５有効期間、６診断書提出、７病院・

診療所、８薬局、９訪問介護、１０負担情報（負担情報取得日、

所得区分、負担上限） 

記録範囲 自立支援医療受給者、保護者 

記録情報の収集方法 
自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書、自立支援医療受

給者証、住基システム、税務情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 SWAN福祉総合システム 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）海南市総務部総務課 

（所在地）〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂 11番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・班名】社会福祉課・障害福祉班 

個人情報ファイルの名称 重度心身障害児者医療費助成対象者 

行政機関等の名称 海南市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
くらし部 社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
重度心身障害児者医療費助成対象者の状況を入力し、受給状況

や手帳資格のデータを反映させるため 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４資格情報（申請者、申請日、

判定日、認定日、受給者番号、発行日）、５保険情報（加入期

間、被保険者証の記号番号、保険者名）、６所得情報、７支払

（対象者名、医療機関名、診療日、医療点数、医療助成費）、

８発行履歴（発行日、対象者、発行事由）、９対応記録（対応

記録日、内容） 

記録範囲 重度心身障害児者医療費助成対象者、保護者、扶養義務者 

記録情報の収集方法 
医療費受給資格登録申請書、障害者手帳の写し、健康保険証の

写し、住基システム、税情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 和歌山県国保連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）海南市総務部総務課 

（所在地）〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂 11番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・班名】社会福祉課・障害福祉班 

個人情報ファイルの名称 介護給付費支給決定台帳 

行政機関等の名称 海南市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
くらし部 社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護給付費の支給決定状況を入力し、受給状況等を管理するた

め 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４支給決定情報（申請者、申請

日、認定日、受給者番号、発行日、支給決定サービス、支給量、

支給決定期間）５所得情報、６利用実績（利用月、利用事業所、

利用料、支給金額）、７発行履歴（発行日、対象者、発行事由）、

８対応記録（対応記録日、内容） 

記録範囲 介護給付費支給決定対象者（児）、保護者、扶養義務者 

記録情報の収集方法 
介護給付費支給申請書 

住基システム、税情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 和歌山県国保連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）海南市総務部総務課 

（所在地）〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂 11番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・班名】社会福祉課・障害福祉班 

個人情報ファイルの名称 計画相談支援支給決定台帳 

行政機関等の名称 海南市長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
くらし部 社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
計画相談支援の支給決定データを入力し、支給内容等を管理す

るため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４支給決定情報（申請者、申請

日、認定日、受給者番号、決定事業所、支給決定期間、モニタ

リング月） 

記録範囲 計画相談支援支給決定対象者 

記録情報の収集方法 計画相談支給給付費支給申請書、住基システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 和歌山県国保連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）海南市総務部総務課 

（所在地）〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂 11番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 


